
◎法人税法等の一部を改正する法律
（平成一四年七月三日法律第七九号）　　

一、提案理由（平成一四年五月二一日・衆議院財務金融委員会）

○塩川国務大臣　ただいま議題となりました法人税法等の一部を改正する法律案につき

まして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

　政府は、近年の社会経済情勢の変化や企業活動の国際化の進展等を踏まえ、我が国企

業の円滑な組織再編成に対応するとともに、企業経営の実態に即した適正な課税を行い、

もって我が国の経済構造改革に資する観点から、連結グループを一体として課税する連

結納税制度を創設するための所要の措置等を講ずることとして、本法律案を提出した次

第であります。

　以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

　第一に、内国法人及び完全支配関係にある他の内国法人について、国税庁長官の承認

を受けた場合には、その内国法人を納税義務者として連結所得に対する法人税を納める

こととしております。

　第二に、連結所得の金額及び連結法人税額について、連結グループ内の各法人の所得

金額を基礎とし、所要の調整を加えた上で、連結グループを一体として計算することと

しております。なお、これらの計算に係る諸制度について、個々の制度の趣旨等を踏ま

え、所要の措置を講ずるほか、国税通則法等の整備その他所要の規定の整備を図ること

としております。

　第三に、連結納税制度の創設に伴う税収減に対応するため、連結付加税等の連結納税

制度の仕組みの中での措置及び退職給与引当金の廃止等の課税ベースの適正化のための

措置を講ずることとしております。

　以上が、法人税法等の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。

　何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。ありが

とうございました。

二、衆議院財務金融委員長報告（平成一四年五月三〇日）

○坂本剛二君　ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

　本案は、近年の社会経済情勢の変化や企業活動の国際化の進展等を踏まえ、我が国企

業の円滑な組織再編成に対応するとともに、企業経営の実態に即した適正な課税を行い、

もって我が国の経済構造改革に資する観点から、連結グループを一体として課税する連

結納税制度を創設するための所要の措置等を講じようとするもので、以下、その概要を

申し上げます。

　第一に、内国法人及び完全支配関係にある他の内国法人について、国税庁長官の承認

を受けた場合には、その内国法人を納税義務者として連結所得に対する法人税を納める

こととしております。



　第二に、連結所得の金額及び連結法人税額について、連結グループ内の各法人の所得

金額を基礎とし、所要の調整を加えた上で、連結グループを一体として計算することと

しております。なお、これらの計算に係る受取配当、寄附金等の諸制度について、個々

の制度の趣旨等を踏まえ、所要の措置を講ずることとしております。

　第三に、国税通則法等の整備その他所要の規定の整備を図ることとしております。

　第四に、連結納税制度の創設に伴う税収減に対応するため、連結付加税等の連結納税

制度の仕組みの中での措置及び退職給与引当金の廃止等の課税ベースの適正化のための

措置を講ずることとしております。

　本案は、去る五月十六日当委員会に付託され、同月二十一日塩川財務大臣から提案理

由の説明を聴取した後、質疑を行いましたところ、二十二日海江田万里君外二名から、

民主党・無所属クラブの提案に係る修正案が提出され、昨日本案及び修正案について質

疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、修正案について内閣の意見を聴取した後、

討論を行い、順次採決いたしましたところ、修正案は否決され、本案は多数をもって原

案のとおり可決すべきものと決しました。

　なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。

　以上、御報告申し上げます。

○附帯決議（平成一四年五月二九日）

　政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一　急激な社会経済構造の変化に対応し、我が国産業の国際競争力を強化するためにも、

連結納税制度の円滑な導入が必要である。従って、連結納税制度導入に伴う事務の複

雑化にかんがみ、納税者に対する制度の周知及び運用における十分な配慮等に特段の

努力を行うこと。

一　歳入の根幹をなす税制に対する国民の理解と信頼、税負担の公平性を確保する観点

から、連結付加税の見直しについては、企業の連結納税の適用状況及び法人税収の動

向等財政事情を的確に踏まえ、検討を行うこと。

一　本改正による連結納税制度の導入に伴う税務執行の事務量にかんがみ、今後とも国

税職員の定員の確保・機構の充実・機械化の促進等に特段の努力を行うこと。

三、参議院財政金融委員長報告（平成一四年六月二六日）

○山下八洲夫君　ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。

　本法律案は、我が国企業の円滑な組織再編成に対応するとともに、企業経営の実態に

即した適正な課税を行い、もって我が国の経済構造改革に資する観点から、連結グルー

プを一体として課税する連結納税制度を創設するための措置を講ずるものであります。

　委員会におきましては、参考人を招致して、その意見を聴取するとともに、連結納税

制度の創設の意義、連結範囲を一〇〇％子会社とした理由、連結付加税の見直しの必要

性、退職給与引当金制度の廃止の理由、今後の税制改革における法人税見直しの方向性、



連結納税の導入を契機に障害者雇用のための特例子会社制度の活用を促進する必要性等

について熱心な質疑が行われました。

　本法律案に対しましては、民主党・新緑風会を代表して峰崎直樹委員より、連結付加

税の削除等を内容とする修正案が提出され、原案及び修正案に対する質疑が行われまし

た。

　委員会における質疑の詳細につきましては、会議録によって御承知願います。

　質疑を終局した後、国会法第五十七条の三の規定に基づいて内閣から意見を聴取いた

しましたところ、内閣としては修正案に反対する旨の意見が開陳されました。

　次いで、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して池田幹幸委員より原案及び

修正案に反対、国会改革連絡会（自由党・無所属の会）の平野達男委員より原案に反対、

修正案に賛成する旨の意見が述べられました。

　討論を終了し、採決の結果、修正案は否決され、本法律案は多数をもって原案どおり

可決すべきものと決定いたしました。

　なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。

　以上、御報告申し上げます。

○附帯決議（平成一四年六月二五日）

　政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一　急激な社会経済構造の変化に対応し、我が国産業の国際競争力を強化するためにも、

連結納税制度の円滑な導入が必要である。従って、連結納税制度導入に伴う納税事務

の複雑化にかんがみ、納税者に対する細目を含めた制度の周知及び運用に当たって、

十分な配慮等を行うよう特段の努力を払うこと。

一　歳入の根幹をなす税制に対する国民の理解と信頼、税負担の公平性を確保する観点

から、連結付加税の見直しについては、企業の連結納税制度の適用状況及び法人税収

の動向等経済・財政事情を的確に踏まえ、検討を行うこと。

一　連結納税制度の導入に伴う税務執行に係る業務の質的・量的変化に伴い、事務の円

滑化等を図る観点から、従前にも増した国税職員の定員の確保・機構の充実・機械化

の促進等に特段の努力を払うこと。

　右決議する。


